
 

 

 

食中毒が発生 
 

１ 概要 

令和８年２月５日（木）13 時頃、高松市内の有料老人ホームの施設長から、「施設内で複数人が嘔吐・下痢

などの症状を呈している。」旨の連絡が、高松市保健所にありました。 

この施設の関係者を調査したところ、給食調理を受託しているレイグランド株式会社が調理提供した給食を

喫食した者のうち、19 名（30 代～90 代 男性 11 名、女性８名）が嘔吐、下痢などの食中毒様症状を呈して

おり、発症日時に一峰性が認められることが判明しました。 

この 19 名の有症者に共通する食事は、この施設で提供された食事しかないこと、有症者７名及び調理従事

者５名の便からノロウイルスが検出され、有症者の症状がノロウイルスによるものと一致したこと、有症者19

名のうち 13 名が医療機関を受診しており、診察した医師から食中毒患者届出票が提出されたことから、当該

施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、令和８年２月10日（火）から令和８年２月12日（木）ま

での３日間の飲食店営業の停止処分としました。 

なお、入院患者はなく、全員快方に向かっています。 

 

２ 摂食者数   116名 

 

３ 有症者数   19名 

 

４ 原因施設  所在地 高松市香川町大野４６３－３ 

        施設名 ハピネスシェフさくらガーデン喜楽事業所 

        営業者 レイグランド株式会社 代表取締役 早川
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５ 検体   調理器具等のふき取り（作業台、冷蔵庫の取っ手など10検体） 

       従業員便（７検体） 

       有症者便（９検体） 

       検査機関 高松市保健所 他 

        

６ 原因食品 調査中（２月３日（火）から４日（水）に施設で提供された食事） 

 

７ 病因物質 ノロウイルスGⅡ 

 

８ 行政処分 令和８年２月10日（火）から２月12日（木）までの３日間の飲食店営業の停止処分 

 

９ 参考事項 

今年の食中毒発生件数及び患者数（今回を除く） 

０件    ０名（香川県全体で ０件 ０名） 

昨年の食中毒発生件数及び患者数 

７件    139名（うち死者０名、香川県全体では   12件 153名） 

 

令和８年２月10日 

高松市保健所生活衛生課 

担当 入野谷、谷 

（電話839‐2865） 

〇調理する人の健康状態に注意して、嘔吐、下痢等の症状がある場合には、直接食品を取り扱う作業に従事し

ないようにしましょう。 

〇手洗いの励行、調理器具の洗浄・消毒を徹底し、二次汚染を予防しましょう。 

〇適切に嘔吐物・排泄物などを処理しましょう。 


